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(取組⑧)
事業所カルテで示すべき項目(リスク保有率、問診票集計結果、経年変化等)の標準化及び標準的フォーマットを提示する。(事業
所検索機能活用マニュアル（仮称）と併せて提示。)

(取組⑨)
事業所と連携した健康づくりの取組をより効果的に実施するため、健康宣言のコンテンツ(特定健診・特定保健指導に関する数値
目標、簡単で達成可能な取組項目(支部のデータヘルス計画の上位目標等の中から選択)など)及び宣言からフォローアップまでのプ
ロセス(受付方法、事業所カルテの提供タイミング、経年変化を踏まえたフォローアップ及び宣言内容の改善、表彰制度など)の標準
化を図る。また、新たなポピュレーションアプローチの手法(健康運動指導士等を活用した身体活動・運動に関する出前講座・セミナー
の実施や動画の作成等)を検討する。

(取組⑩)
事業所や産業保健総合支援センター等と連携したメンタルヘルス予防対策を促進するため、外部有識者の知見を取り入れながら、
効果的な予防対策(事業所向けセミナーの実施や相談機関等の周知など)を検討し、実施する。

(取組③)
特定保健指導対象者の利便性の向上を図る観点から、特定健診当日に特定保健指導の実施が可能な健診機関等への外部
委託を積極的に推進し、協会保健師は、保健指導専門機関への指導・助言や事業主・加入者との関係づくり、また、契約保健師
を含め、健康宣言事業所のフォローアップなどに積極的に取り組む。なお、情報通信技術を活用した特定保健指導の拡大を図る。
(取組④)
アウトカム指標(メタボリックシンドローム該当者及び予備軍の減少率等)を1年目に検討・決定し、複数支部で試行実施することに
より、KPIとしての是非を検証する。その際、医療費削減やQOL向上等の効果検証に関する研究(外部委託研究で採択等)も参
考にする。また、アウトカム指標は、特定保健指導の実施を委託した保健指導専門機関における保健指導の質の検証等にも活用
する。

(取組⑤)
特定保健指導の基本領域の一つである「身体活動・運動」の充実・強化を図るため、協会保健師等が指導を行う中で、加入者
が「身体の動かし方・使い方」を容易にイメージし、実践できるよう、専門家の知見を取り入れた動画の作成や運動指導マニュアルの
策定等を検討する。また、関係団体とも連携しつつ、健康教育(特に身体活動・運動や食生活・栄養)を通じた若年期からのヘルス
リテラシーの向上に取り組む。

(取組⑥)
協会保健師について、保健事業の企画立案能力の育成に力点を置いた人材育成プログラム(支部保健師編)を策定する。また、
契約保健師等について、現行の人材育成プログラムの定着を図るとともに、研修等を通じて保健指導等の質の向上等に力点を置
いた育成を図る。

(取組①)
受診率の向上を図るため、以下のとお
り、「健診・保健指導カルテ」の積極的な
活用及び充実等を図る。
・大規模事業所及び新規適用事業所
等への重点的な受診勧奨の実施。
・支部間の経年比較による各支部の
ウィークポイントの把握・改善。
・全国ベース及び支部レベルで受診
率の低い業態を把握し、本部・支
部から業界団体へ協力を依頼。
(他業種との比較など、見える化
した資料を本部で作成)
被扶養者の特定健診について、市との
協定締結を進め、がん検診との同時実
施など連携して受診率の向上を目指す。

(取組②)
事業者健診データの取得率を向上さ
せるため、事業主・健診機関・協会けん
ぽ（３者間）での新たな提供・運用ス
キームを構築し、関係団体等と連携した
円滑な運用を図る。
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特定健診 特定保健指導

コラボヘルス

○ 平成30年度から、6か年の計画である第2期保健事業実施計画（データヘルス計画）をスタートしており、第5期アクションプランの期間と重なる後半3年間についても、引き
続き、「特定健診・特定保健指導の推進」「重症化予防の対策」「コラボヘルスの推進」の三本柱で取り組む。

○ また、この３年間の最大のテーマは、①特定健診・特定保健指導の実施率の向上、②データやアウトカム指標に基づく質の高い特定保健指導及び重症化予防の確立、
③事業所カルテ・健康宣言の標準化の3点とし、特に、以下の「10の重点事項」に取り組む。

○ 新たな取組を実施（開始）するにあたっては、それぞれの取組の実施内容及び実施体制等を踏まえ、全国一斉に開始することやパイロット事業を活用して段階的に
実施支部を拡大すること等、その実施（開始）方法等を検討し、円滑な全国展開を図る。

(取組⑦)
糖尿病性腎症重症化予防事業の効
果検証を進める。また、従来のメタボリック
シンドローム対策としての未治療者への受
診勧奨を確実に実施するとともに、現役
世代の循環器疾患の重症化予防対策
として、LDLコレステロール値など血圧値
や血糖値以外の検査値等に着目した受
診勧奨の必要性を検討のうえ実施する。

重症化予防

１．保険者機能強化アクションプラン（第5期）における保健事業の実施方針



（１）目的

健診結果で要治療と判定された者については、通常、健診機関より受診勧奨されているが、医療機
関を受診しない者がいる。そのため、医療機関に受診していない者に対して受診勧奨を行い、確実に
医療につなげることにより、生活習慣病の重症化を防ぎ、医療費適正化及びQOLの維持を図る。

（２）開始時期

H25年度より受診勧奨を全国展開し、H28年度からは全ての支部で実施している。

（３）実施方法

１）対象

生活習慣病予防健診を受診し血圧値、血糖値が要治療と判定され、健診前月及び健診後３

か月までに医療機関を受診していない被保険者。

２）実施方法

本部において「一次勧奨（通知）」を実施し、このうち、より重症域にある者については、各支部で

「二次勧奨」を実施している。

二次勧奨の対象である重症域の者は、医療機関を受診していない又は治療を中断しているなど

により、生活習慣病の重症化が進むことが推定されることから、より確実に受診に結びつけるため、

各支部において、電話・文書等の手法を交えながら実施している。

３）一次勧奨、二次勧奨の基準

収縮期血圧 拡張期血圧 空腹時血糖 HbA1c

一次勧奨域 160mmHg以上 100mmHg以上 126mg/dL以上 6.5％以上（NGSP値）

二次勧奨域 180mmHg以上 110mmHg以上 160mg/dL以上 8.4％以上（NGSP値） 4

２．現在の未治療者に対する受診勧奨について



（４）受診勧奨の基準の比較

収縮期血圧 拡張期血圧 空腹時血糖 HbA1c

受診勧奨判定値 ※１ 140mmHg以上 90mmHg以上 126mg/dL以上 6.5％以上（NGSP値）

すぐに医療機関を受診
※２

160mmHg以上 100mmHg以上 126mg/dL以上 6.5％以上（NGSP値）

協会けんぽにおける
一次勧奨域

160mmHg以上 100mmHg以上 126mg/dL以上 6.5％以上（NGSP値）

※１ 「標準的な健診・保健指導プログラム【平成30年版】」（厚生労働省健康局）の
受診勧奨判定値

※２ 「標準的な健診・保健指導プログラム【平成30年版】」（厚生労働省健康局）の
フィードバック文例集における「すぐに医療機関の受診」の対応が必要な値

5

収縮期血圧 拡張期血圧 空腹時血糖 HbA1c

協会けんぽにおける
二次勧奨域

180mmHg以上
※３

110mmHg以上
※３

160mg/dL以上
※４

8.4％以上（NGSP値）
※４

※３ 日本高血圧学会における「Ⅲ度高血圧」判定値
※４ 「糖尿病治療ガイド2004－2005」（日本糖尿病学会）における「血糖コント
－ル指標と評価」が「不可」の値
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（５）対象者へ送付する通知文書（例）



<対象者>

本部による一次受診勧奨対象者のうち、より重症域と判
断される者等

<該当基準>

・収縮期血圧 180ｍｍＨｇ以上
・拡張期血圧 110ｍｍＨｇ以上
・空腹時血糖 160ｍｇ/ｄL以上
・ＨｂＡ1ｃ 8.4％以上（ＮＧＳＰ値）

<対象者>

血圧・血糖に関する検査値が要治療域と判定されながら、
健診受診前月及び健診受診後3カ月以内に医療機関を
受診していない35歳以上の被保険者

<該当基準>

・収縮期血圧 160ｍｍＨｇ以上
・拡張期血圧 100ｍｍＨｇ以上
・空腹時血糖 126ｍｇ/ｄL以上
・ＨｂＡ1ｃ 6.5％以上（ＮＧＳＰ値）
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診
率
等
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検
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【本部】

一次勧奨の実施

文書による
受診勧奨

【支部】

電話・文書に
よる受診勧奨

二次勧奨の実施

健
診
結
果
通
知

対象者の特性に合わせた一次勧奨の実施
「重症度別」、「新規連続該当別」、「該当項目別」の通知を作成し送付

健診受診者数
9,700,335人
（令和元年度）

血圧・血糖高値の未治療者382,406人
一次勧奨対象382,406人

うち 二次勧奨対象96,354人

受診者数61,740人
受診率16.1％

（受診勧奨6か月後）

382,406人

96,354人

（６）現在の未治療者に対する受診勧奨の全体フロー

7

血圧・血糖
高値の者
855,733人

０次
勧奨



協会けんぽにおける保険者機能強化アクションプラン（第５期）の取り組み
現役世代の循環器疾患の重症化予防対策として、LDLコレステロール値などの

検査値等に着目した受診勧奨の必要性を検討のうえ実施する。

健康日本21（第二次） 平成25年～令和４年
「国民の健康の増進の総合的な推進を図るための基本方針」

（平成24年７月10日）

生活習慣病の発症予防と重症化予防の徹底のため、がん、糖尿病、

COPD並びに循環器疾患に対処することとされ、目標が設定された。

４つの危険因子の低減として、高血圧、脂質異常症（高LDLコレステロール血症）、

喫煙、糖尿病

協会では、高血圧と糖尿病については受診勧奨を実施している。

脂質異常症のLDLコレステロール値に着目
8

３．LDLコレステロール値を含めた受診勧奨について



LDLコレステロール １８０mg/dL以上の者であり

かつ

健診受診後３か月以内に医療機関を受診していない者

＜LDLコレステロール１８０mg/dL以上の根拠＞

・「標準的な健診・保健指導プログラム【平成30年版】 」（厚生労働省健康局）に

おいて「すぐ受診」の値

・「脂質異常症診療ガイド2018年版」（日本動脈硬化学会）において

「専門医などへの紹介の必要性の判断」する値

・「動脈硬化性疾患予防ガイドライン2017年版」（日本動脈硬化学会）

において「薬物治療を考慮」する値

（１）LDLコレステロールを加えた場合の受診勧奨対象者の選定方法
＜一次勧奨対象＞

対象 393,955人（令和元年度）
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①LDLコレステロール： １８０mg/dL以上

②血圧：収縮期血圧１６０mmHg以上
かつ、または

拡張期血圧１００ mmHg以上
③血糖：空腹時血糖１２６ mg/dL以上

かつ、または
HbA1c６．５％以上

①～③のうち２つ以上該当する者（リスクが重なる者）であり
かつ

健診受診後３か月以内に医療機関を受診していない者

＜リスクの重なりについて＞
リスクの重なりで循環器疾患発症リスクが高まるという考え方は、
冠動脈疾患を予測するリスクスコアである吹田スコア（国立循環器病研究
センター開発）で取り入れられており、日本動脈硬化学会等のガイドライン
において使用されている。

（２）LDLコレステロールを加えた場合の受診勧奨対象者の選定方法
＜二次勧奨対象＞

対象 61,004人（令和元年度）
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現役世代の循環器疾患の発症を予防するために、LDLコレステロール値に着目し
た受診勧奨を追加して実施するにあたって、一次勧奨及び二次勧奨の対象者の選
定方法について、その妥当性を有識者に諮ることを目的に会議を開催し、了承を得
た。
なお、有識者会議のメンバーは以下のとおり。

＜有識者会議メンバー＞
塚本 和久 帝京大学医学部内科学講座 主任教授
津下 一代 女子栄養大学 特任教授
野出 孝一 佐賀大学 医学部循環器内科教授・内科学講座主任教授
宮本 恵宏 国立循環器病研究センターオープンイノベーションセンター長
岡村 智教 全国健康保険協会 理事

（敬称略）

（３）有識者会議の開催
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（４）LDLコレステロール値180mg/dL以上の未治療者の内訳

341,565 

86.70%

26,191 

6.65%

21,613 

5.49%
4,586 

1.16%

LDL未治療者 LDLかつ血圧の未治療者 LDLかつ血糖の未治療者 LDLかつ血圧かつ血糖の未治療者
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LDLコレステロールに

関連した二次勧奨対象
（52,390人）
（より重症域として重点的に受診
勧奨実施）

令和元年度生活習慣病予防健診結果より



<対象者>

本部による一次受診勧奨対象者のうち、より重症域と判
断される者等

<該当基準>

・収縮期血圧 180ｍｍＨｇ以上
・拡張期血圧 110ｍｍＨｇ以上
・空腹時血糖 160ｍｇ/ｄL以上
・ＨｂＡ1ｃ 8.4％以上（ＮＧＳＰ値）

<対象者>

血圧・血糖に関する検査値が要治療域と判定されながら、
健診受診前月及び健診受診後3カ月以内に医療機関を
受診していない35歳以上の被保険者

<該当基準>

・収縮期血圧 160ｍｍＨｇ以上
・拡張期血圧 100ｍｍＨｇ以上
・空腹時血糖 126ｍｇ/ｄL以上
・ＨｂＡ1ｃ 6.5％以上（ＮＧＳＰ値）

生
活
習
慣
病
予
防
健
診
受
診
者

血
圧
・
血
糖
高
値
の
未
治
療
者

医
療
機
関
受
診

医
療
機
関
受
診
率
等
の
効
果
検
証

【本部】

一次勧奨の実施

文書による
受診勧奨

【支部】

電話・文書に
よる受診勧奨

二次勧奨の実施

健
診
結
果
通
知

対象者の特性に合わせた一次勧奨の実施
「重症度別」、「新規連続該当別」、「該当項目別」の通知を作成し送付

健診受診者数
9,700,335人
（令和元年度）

血圧・血糖・脂質高値の未治療者 723,971人
一次勧奨対象 723,971人（341,565人増）

うち 二次勧奨対象 139,729人（43,375人増）

723,971人

139,729人

（５）LDLコレステロールを加えた場合の未治療者に対する受診勧奨の全体フロー

LDLコレステロール
180mg/dL以上

①LDLコレステロー
ル②血圧③血糖の
一次勧奨該当基準
に２つ以上該当

＋

＋
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血圧・血糖・脂質
高値の者
1,342,202人

０次
勧奨
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